
令和 4 年 9 月 1 日

一般事業主行動計画

株式会社 三幸

社員がその能力を十分に発揮し、ともに安心して働くことができるように、仕事と育児や介護な

どの家庭生活の両立ができる働きやすい職場環境の整備に務めるため、次のように行動計画を作成

する。

１．計画期間 令和 4 年 9 月 1 日～令和 9 年 8 月 31 日

２．内容

目標 1：子どもの出生時における育児休業の取得促進

〈対策〉

●令和 4 年 9 月～ 制度内容を社内掲示等により社員に周知

●令和 4 年 10 月～ 制度導入

目標２：有給休暇年６日付与制度の導入

〇年 10 日以上の年次有給休暇の権利を有する者に対し、1 年あたり 6 日以上の

有給休暇を付与する事を目指す

〈対策〉

●令和 4 年 9 月～ 制度内容を社内掲示等により社員に周知

●令和 5 年 1 月～ 制度導入


